
様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

稲葉運送有限会社

宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和5年11月1日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

不安全状態を作らないために

*社内速度を遵守し、 運転中携帯電話の使用を禁止

します。

不安全行動をしないために

＊構内・場内を歩行時はハンドポケットを禁止しま

す。

＊作業時は保護具及び昇降設備を使用し、 荷台から

の転落事故を防止します。

＊指差呼称により確実な作業の実施と確認をします。


